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静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案の修正案の

提出について 

 

 

上記の修正案を次のとおり静岡市議会委員会条例第28条の規定により提出します。 

 

 

記 

 

 

修正案及び提案理由  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案に対する修

正案 

静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例案の一部を次のよ

うに修正する。 

第９条第２項中「1.65平方メートル」を「1.98平方メートル」に改める。 

第10条第１項中「ごとに、」の次に「常勤職員の」を加え、同条第２項中「支援の単位ごとに

２人以上」を「児童数20人までは２人以上、児童数20人から30人までは３人以上、児童数30人

を超える場合は４人以上」に改め、同項ただし書を削り、同条第４項中「40人以下」を「35人

以下」に改め、同条第５項ただし書を削る。 

第18条第１項第１号中「８時間」を「10時間」に、同項第２号中「３時間」を「６時間」に

改める。 

附則第３条中「40人以下」を「35人以下」に、「70人以下」を「65人以下」に、「41人以上」

を「36人以上」に、「45人以下」を「40人以下」に、「３人以上」を「４人以上」に、「46以上」

を「41人以上」に、「４人以上」を「５人以上」に改める。 

 

 

 

（提案理由） 

 

静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設備の基準、職員、

開所時間及び日数の基準、支援の単位の経過措置を改めようとするものである。 

 


